
      

  2009 年 11 月 13 日 

岩手県            

        株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

株式会社イトーヨーカ堂 
 

～岩手県とセブン-イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂～ 

『地域活性化包括連携協定』を締結 
～地産地消、県政情報の発信、災害時の支援等 9 分野で相互連携開始～ 
 

岩手県（県知事 達増 拓也）と株式会社セブン-イレブン・ジャパン（東京都、代表    

取締役社長 最高執行責任者<COO>井阪 隆一）、株式会社イトーヨーカ堂（東京都、代表  
取締役社長 最高執行責任者<COO>亀井 淳）は、2009 年 11 月 13 日（金）、地産地消や県
政情報の発信、災害時の支援等 9 分野において相互の連携を強化し、岩手県内における地域
の一層の活性化に資する『地域活性化包括連携協定』を締結いたします。 

 

記 
 

1. 協定の名称   『地域活性化包括連携協定』 
 

2. 協定締結日    2009 年 11 月 13 日（金） 
 

3. 協定締結の目的 
岩手県とセブン-イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂との地域活性化に向けた緊密

な相互連携・協働の取組による、県民サービスの向上および地域の活性化 
 
4. 連携事項 

上記の目的を達成するために、次の項目について連携し協力していきます。 
① 地産地消の推進と岩手県産品の販路拡大に関すること 
② 県政情報および観光情報の発信に関すること 
③ 高齢者および障害者の支援に関すること 
④ 環境保全に関すること 
⑤ 地域や暮らしの安全・安心に関すること 
⑥ i・ファミリー・サービス事業の支援に関すること 
⑦ 雇用促進に関すること 
⑧ 災害時の支援に関すること 
⑨ その他県政の推進や県民サービスの提供に関すること 

 
 
 

＜ご参考＞ 

   岩手県内のセブン-イレブン店舗  51 店舗（2009 年 10 月末現在） 

   岩手県内のイトーヨーカドー店舗  1 店舗（2009 年 10 月末現在） 

    

 

 

 

 

 

 

 

News release 



 

具体的な連携事項 

 

（1）地産地消の推進と岩手県産品の販路拡大に関すること  

■県産農林水産物および加工品を活用した商品開発・販売実証、並びに 

地産地消の推進 

 ・弁当、惣菜、スイーツ、ギフト商品等の開発、販売 

■セブン-イレブン、イトーヨーカドーの店舗を活用した岩手県ならではの商品提案・ 

売り場づくりの展開 

・岩手県内のセブン-イレブン 51 店、イトーヨーカドー1 店（09 年 10 月末） 

にて商品展開を実施 

・電子マネー『nanaco』のタイアップ商品、オリジナル商品・キャンペーンの『nanaco』

ボーナスポイントの活用 

■インターネットサービス「セブン-イレブンネット」で県産品を全国に向け販売【SE】 

■配食サービスの「セブン・ミールサービス」で健康促進に向けた地域商品の開発【SE】 

■健康増進・食育の普及啓発 

 

（2）県政情報および観光情報の発信に関すること 

■県作成の広報物（各種ポスター・チラシ等）の掲出 

■県内観光施設・イベントのチケット販売 

■県内観光情報の提供等 

 

（3）高齢者および障害者の支援に関すること 

■「パーキングパーミット制度」への参加 

 ・県が実施する障害者等駐車場利用証制度の協力事業所となり、 

  駐車スペースの確保等に努める 

■お食事配達サービス「セブン・ミールサービス」の提供【SE】 

 ・管理栄養士が監修したバランスの取れた本格惣菜や簡単に調理できる食材セット 

  をご提供する 

 

（4）環境保全に関すること 

■県が推進する「エコショップいわて認定制度」の取組み 

 ・ゴミの減量化・リサイクルへの積極的取組みの実施 

■レジ袋使用削減に向けた取組み 

■電力使用量の削減 

■配送車両等のエコドライブの実行 
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（5）地域や暮らしの安全・安心に関すること 

■県内小中学校を対象とした職場体験の受け入れ 

■セーフティステーション活動を通じた青少年健全への取組み 

 ・不健全図書の区分陳列の徹底 

 ・深夜（23 時~）、青少年（18 歳未満）に帰宅を促す等の声がけ 

■利用者および周辺住民の方への安全に配慮した店作り 

■ATM 振込詐欺の注意喚起 

 

（6）i・ファミリー・サービス事業の支援に関すること 

■県が推進する「i・ファミリー・サービス事業」への参加 

・子育て家庭が出かけやすい環境等に配慮したサービスを 

  提供するお店(ほのぼの店)への参加 

（検討案） 

・妊婦と 18 歳未満の「子ども連れ」のご家庭を対象に、料金の割引や 

特典等のサービスを提供するお店（にこにこ店）への参加 

 

（7）雇用促進に関すること 

■県内の雇用維持・拡大への積極的な取組みの実施 

・県が推進する「岩手県 U・I ターンシステム」「合同会社説明会」への参加 

 

（８）災害時の支援に関すること 

■災害時食料等供給協定 

 ・セブン-イレブン 09 年 11 月締結【SE】 

・イトーヨーカ堂 97 年 1 月締結済  

 （災害時における衣料、寝具その他の生活必需品の調達に関する協定書）【IY】 

■災害時の一時的避難場所としての支援 

 

（９）その他県政の推進や県民サービスの提供に関すること 

 

＊文末に【】書きの表示がある事項は、【SE】がセブン-イレブンで、 

【IY】はイトーヨーカドーが実施する県との連携事項 

＊文末に【】書きの表示がない事項は 2 社と県との連携事項 
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